
番号 団体名 部 章 節 頁 原案 修正案 修正理由 県の考え方

1 豊川市 3 1 2 56

「新公立病院改革プラン」
又は「公的医療機関等2025
プラン」をもとに地域医療
構想の達成に向けた具体的
な議論を促進します。

各公立病院が策定する改革プ
ラン又は「公的医療機関等
2025プラン」をもとに地域医
療構想の達成に向けた具体的
な議論を促進します。

「新公立病院改革プラン」は令
和２年度までの計画期間である
場合が多く、令和３年度以降に
内容を変更するものもあるた
め。

国通知等においても語句の
修正がされていないことか
ら、原案のとおりとさせて
いただきます。

2 豊川市 3 2 8 122

保健所と感染症指定医療機
関の相互連携を密にし、速
やかに患者を入院措置でき
るよう、関係機関と協議を
進めていきます。

保健所と感染症指定医療機関
の相互連携を密にし、速やか
に患者を入院措置できるよ
う、体制を確保します。

今般の新型コロナウイルス感染
症流行の状況を鑑み、関係機関
との協議にとどまらず、一歩踏
み込んだ表現にした方が望まし
いため。

現時点では「体制を確保す
る」と明記できる段階では
ないため、原案のとおりと
させていただきます。

3 豊橋市 3 2 8 122

新型コロナウイルス感染症の現
状を鑑み、指定医療機関以外の
医療機関との連携・協議を行う
等、より具体的な方針を示して
いただきたい。

上記に同じ。

4 豊橋市 3 2 8 134

新型インフルエンザ以外の新興
感染症（新型コロナウイルス感
染症等）を踏まえた内容に更新
していただきたい。（「新型イ
ンフルエンザ」と「新型インフ
ルエンザ等」の使い分けを明確
に）
また、「医療体制の整備」の項
については、必要な病床の確保
の方針についても示していただ
きたい。

従来から新型インフルエン
ザ等感染症は、「新型イン
フルエンザ」と「再興型イ
ンフルエンザ」が含まれて
おり、「新型インフルエン
ザ」は新型インフルエンザ
そのものを指します。
今後の国の方針も踏まえ、
適切に見直しを図ってまい
ります。

5 岡崎市 3 1 2 54

原案の「３　各県立病院の状
況」に県立愛知病院の状況が記
載されていない。

県立愛知病院は、新型コロ
ナ感染症患者に対応するた
めの臨時的な施設として設
置されたものであり、記載
は不要と考えます。

6 岡崎市 3 1 2 59

表1-2-1
岡崎市民病院
がん診療連携拠点病院等△

岡崎市民病院
がん診療連携拠点病院等〇

岡崎市民病院は平成31年４月に
地域がん診療連携拠点病院に指
定されているため。

修正案のとおり修正しま
す。

7 岡崎市 3 2 8 122

（第二類感染症指定医療機
関）として10施設を指定
し、

（第二類感染症指定医療機
関）として9施設を指定し、

岡崎市立愛知病院は令和2年10
月14日付けで廃止されている。

修正案のとおり修正します
が、平成30年3月に岡崎市
が県と締結した覚書に基づ
き、結核及び感染症に係る
医療機能は、岡崎市民病院
が担うことになっていま
す。

8 岡崎市 3 2 8 122

今後の方策 － 西三河南部東医療圏に第二種感
染症指定医療機関が確保できて
いない課題が記載されていな
い。

平成30年3月に岡崎市が県
と締結した覚書に基づき、
結核及び感染症に係る医療
機能は、岡崎市民病院が担
うことになっています。

9 岡崎市 3 2 8 124

注）西三河南部東医療圏の
岡崎市立愛知病院は、令和
2年10月15日から愛知県立
愛知病院（新型コロナウイ
ルス感染症専門病院）とし
て運用中

注）西三河南部東医療圏の岡
崎市立愛知病院は令和2年10
月14日に廃止され、令和2年
10月15日から愛知県立愛知病
院（新型コロナウイルス感染
症専門病院）として運用中

岡崎市立愛知病院は令和2年10
月14日付けで廃止されている事
実が記載されていない。

修正案のとおり修正しま
す。
（P132も同様に修正）

10 岡崎市 3 2 8 131

今後の方策 － 岡崎市立愛知病院が廃止された
ことに伴い、基準病床に対し既
存病床が不足していることにつ
いて課題の整備方針を記載して
はどうか。

平成30年3月に岡崎市が県
と締結した覚書に基づき、
結核及び感染症に係る医療
機能は、岡崎市民病院が担
うことになっています。

11 岡崎市 3 2 8 132

注２　西三河南部東医療圏
の岡崎市立愛知病院は、令
和2年10月15日から愛知県
立愛知病院（新型コロナウ
イルス感染症専門病院）と
して運用中。

表2-8-7　医療圏別結核病床
を有する病院から岡崎市立愛
知病院を削除

岡崎市立愛知病院は令和2年10
月14日付けで廃止されており、
結核病床25床は存在しない。

修正案のとおり修正します
が、平成30年3月に岡崎市
が県と締結した覚書に基づ
き、結核及び感染症に係る
医療機能は、岡崎市民病院
が担うことになっていま
す。

12 岡崎市 3 2 8 135

新型インフルエンザ等患者
に対する医療体系図
帰国者・接触者外来117医
療機関

－ 以前の計画では126医療機関
あったが、減少したのか。

毎年度、感染症指定医療機
関、新型インフルエンザ対
策医療機関の整備状況を確
認した調査結果を反映して
います。
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13 岡崎市 4 - - 160

災害拠点病院及び災害拠点
精神科病院以外の病院にお
ける業務継続計画（BCP）
の策定率49.3％（令和元
（2019）年度）→80％

－ 目標値を80％とした根拠につい
て

今後発生が予想される大規
模災害を考慮すると、早急
にすべての病院において業
務継続計画（BCP）を策定
することが望ましいところ
ですが、2019年度における
策定率が50%を下回ってい
ること並びに計画期間を鑑
み、目標値を80%としたと
ころです。早急に目標を達
成することができるよう、
業務継続計画（BCP）未策
定の病院に対する指導並び
に助言に努めてまいりま
す。

14
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 1 68

追加 効率的に口腔がん検診を行う
ために市町村節目検診、事業
所検診(任意で実施されてい
る歯科健診）などに口腔がん
検診の項目を加える必要があ
ります。

－ 県は、「がん予防重点健康
教育及びがん検診実施のた
めの指針（平成２８年２月
４日一部改正）」に従い、
胃がん、子宮頸がん、肺が
ん、乳がん、大腸がんにつ
いて、受診勧奨や市町村へ
の指導等を行っており、原
案のとおりとさせていただ
きます。

15
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 1 68

追加 口腔がんのデータそのものが
不足しているので実態を把握
する必要があります。

－ がんの患者数や罹患率、生
存率、治療効果の把握な
ど、がん対策の基礎となる
データを把握するために、
がん登録等の推進に関する
法律に基づき、全国がん登
録が実施されています。
「口腔・咽頭がん」のデー
タについても他部位のがん
と同様にデータを国が収集
しているため、原案のとお
りとさせていただきます。

16
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 3 88

高血圧や糖尿病、脂質異常
症…

高血圧や糖尿病、脂質異常
症、歯周病…

－ 現在のところ日本循環器病
学会のガイドライン等にお
いて歯周病が心筋梗塞の危
険因子であるという記載は
ないため今回は原案のとお
りとさせていただきます。

17
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 3 88

生活習慣病の発症は食生活
や運動…

生活習慣病の発症は食生活や
運動、口腔管理…

－ 原案のとおりとさせていた
だきます。

18
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 9 144

県民の・・・に努めていき
ます。

県民の…拡充のためウェルネ
ス８０２０を推進します。

－ 貴会の取組である「ウェル
ネス８０２０」は、以下の
とおり趣旨を今後の方策に
追記します。
「県民が自ら進んで歯科疾
患の予防・早期発見・早期
治療等の歯と口の健康づく
りに取り組めるよう、かか
りつけ歯科医を持ち、定期
的に歯科健診を受けること
の普及啓発に努めていきま
す。」

19
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 2 9 146

追加
（用語の説明　最後）

ウエルネス８０２０
　８０２０運動をさらに発展
させ、より多くの歯を保つと
いう目的だけにとらわれるの
ではなく、自ら進んで歯科疾
患の予防・早期発見・早期治
療等の歯と口の健康づくりの
取組を通じ、全身の健康の保
持増進をすることです。

－ 原案のとおりとさせていた
だきます。

20
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 4 159

追加
（発災時対策）

県歯科医師会　災害時歯科診
療マップ活用により被災時に
おける早期の機能回復、口腔
管理を可能にする

－ 歯科保健医療対策【現状と
課題】２(4)の現状に、以
下のとおり追記します。
「愛知県歯科医師会では、
災害時に対応可能な会員医
療機関「災害時歯科診療
マップ」をインターネット
上で情報提供していま
す。」

2
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21
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 4 160

追加
（今後の方策）

歯科保健活動を円滑に進める
ための災害歯科コーディネー
ターが必要です。

－ 現在、国の法令、通知上
で、「災害歯科コーディ
ネーター」について定義づ
けられていないため、原案
のとおりとさせていただき
ます。今後の国の動向を注
視します。

22
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 4 161

追加
（用語の説明　災害医療
コーディネーターの後）

災害歯科コーディネーター
　大規模災害時の歯科医療救
護活動では①被災状況の把握
②県行政との連携　③県内出
勤者の調整　④資機材の調達
と仕分け　⑤関係団体との連
絡調整　等、歯科保健活動を
円滑に進める役割を担う。

－ 原案のとおりとさせていた
だきます。

23
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 6 1 178

追加
（課題）

歯科検診では、医療行為を拒
否する保護者においても受診
させる機会となり、虐待の兆
候の一つにみられる口腔環境
の崩壊を発見しやすい立場の
ため、歯科検診の有用な活用
及び実施回数の増加と併せ
て、ネットワークの拡張や迅
速な対応が必要です。

－ 歯科保健医療対策【現状と
課題】３の課題に、以下の
とおり追記します。
「むし歯の減少の一方、歯
科検診時に保護者による適
切な健康管理がなされてい
ない子どもを関係機関に繋
ぎ、連携して支援すること
が必要です。」

24
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 8 199

追加
（今後の方策）

口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症
予防につながるなど、口腔と
全身との関係について広く指
摘されているため、医療機関
等との連携を更に推進してい
きます。

－ 歯科保健医療対策【現状と
課題】２(2)「地域包括ケ
アシステムにおける歯科医
療の役割について、医療・
介護関係者の理解を深める
必要があります。」を削除
し、「口腔と全身の健康に
関連性があることから、多
職種が連携を深める必要が
あります。」を追記しま
す。

25
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 10 2 220

追加
（課題）

寝たきり高齢者のオーラルフ
レイル進行予防のために、口
腔ケア・口腔管理体制の整備
が必要です。

－ 「フレイルの前段階で見ら
れるオーラルフレイルや誤
嚥性肺炎の予防のために、
口腔健康管理を支援する取
組が必要です。」に修正し
ます。
　なお、2点目の「寝たき
り高齢者の口腔機能の低下
予防…」は、重複するため
削除します。

26
一般社団法
人愛知県歯
科医師会

3 10 2 228

追加
（用語の説明　最後）

オーラルフレイル
　口腔機能の軽微な低下や食
の偏りなどを含み、身体の衰
え（フレイル）の一つです。
この「オーラルフレイル」と
は、健康と機能障害との中間
にあり、可逆的であることが
大きな特徴の一つです。つま
り早めにその兆候に気づき、
適切な対応をすることでより
健康に近づきます。この
「オーラルフレイル」の始ま
りは、滑舌低下、食べこぼ
し、わずかなむせ、かめない
食品が増える、口の乾燥等ほ
んの些細な症状であり、見逃
しやすく、気が付きにくい特
徴があるため注意が必要で
す。

－ 以下のとおり修正します。
オーラルフレイル
　口に関するささいな衰え
を放置したり、適切な対応
を行わないままにしたりす
ることで、口の機能低下、
食べる機能の障害、さらに
は心身の機能低下までつな
がる負の連鎖が生じてしま
うことに対して警鐘を鳴ら
した概念。（令和元
（2019）年厚生労働省発行
「高齢者の特性を踏まえた
保健事業ガイドライン第２
版」より引用）
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27
一般社団法
人愛知県薬

剤師会
3 8 195

医薬分業の推進と地域住民
による主体的な健康の維持
増進を支援する健康サポー
ト薬局制度の創設などによ
り、かかりつけ薬剤師・薬
局の果たす役割も大きく
なっています。

地域住民による主体的な健康
の維持増進を支援する健康サ
ポート薬局制度や地域医療の
中で多職種との連携等を通じ
て最適な薬物治療を提供する
地域連携薬局の創設などによ
り、かかりつけ薬剤師・薬局
の果たす役割も大きくなって
います。

新たに「地域連携薬局の認定制
度」を創設する薬機法一部改正
が令和3年8月1日に施行される
ため。
医薬分業の推進は、プライマ
リ・ケアとの関連が薄いため、
削除。

修正案のとおり修正しま
す。

28
一般社団法
人愛知県薬

剤師会
3 10 3 229

患者等のニーズに応じて充
実・強化すべき２つの機能
として、健康サポート機能
と高度薬学管理機能が求め
られています。

患者等のニーズに応じて充
実・強化すべき機能として、
健康サポート機能、地域連携
機能及び高度薬学管理機能が
求められており、これらの機
能を持つ薬局について、健康
サポート薬局の届出や地域連
携薬局及び専門医療機関連携
薬局の認定制度が創設されて
います。

新たに「地域連携薬局及び専門
医療機関連携薬局の認定制度」
を創設する薬機法一部改正が令
和3年8月1日に施行されるた
め。

修正案のとおり修正しま
す。

29
愛知県保険
者協議会

3 1 3 61

現状値、目標値について 地域医療支援病院数の現状値
と目標値の形式が同一ではな
いため、現状値を１０医療圏
（１医療圏未整備）２８病院
としてはどうか。また、地域
医療支援病院の整備が当面見
込めない地域については、別
の基準も検討してはどうか。

－ 現状値と目標値の形式を合
わせるよう変更いたしま
す。
なお、地域医療支援病院の
整備が当面見込めない地域
への対応ついては、病診連
携システムの推進を図り、
未整備地域における近隣医
療圏との協力体制の整備に
向け、新たな基準を検討し
ます。

30
愛知県保険
者協議会

3 2 2 81

現状値、目標値について 脳血管疾患年齢調整死亡率
は、現状値から増加傾向なの
か。現状値から成り行きでの
推計値はどうか。本計画の目
標値が、健康日本２１あいち
新計画の目標値内ならば、目
標値を現状値並み、あるいは
下回る値としてもよいのでは
ないか。

－ 年齢調整死亡率は、厚生労
働省の人口動態統計特殊報
告をデータソースとしてお
り、推計値はありません。
また、目標値は、健康日本
２１あいち新計画と調和を
図り設定しています。

31
愛知県保険
者協議会

3 2 6 113

現状値、目標値について 骨髄バンクドナー新規登録者
の現状値について、過去５年
とはいつのことで、各年の値
は何人か。また、目標値が現
状値を下回る理由は何か。

－ 平成27年度から令和元年度
までの５年間の骨髄バンク
ドナー新規登録者の平均値
です。各年度の新規登録者
数は表2-6-4のとおり、平
成27年度は997人、平成28
年度は1,298人、平成29年
度は1,338人、平成30年度
は1,894人、令和元年度は
1,845人となります。
全国の骨髄バンクドナー登
録者について、当初、国が
目標としていた30万人を達
成しているものの、登録者
は55歳をもって登録から削
除されることから、制度を
支障ないよう維持するのに
必要な、本県における登録
者数の年間目標を1,000人
としています。

32
愛知県保険
者協議会

3 2 8 134

新型インフルエンザ対策に
ついて

感染症の発生拡大局面におけ
る感染症指定医療機関への支
援体制を、地域毎に構築する
必要がある。

－ 今後も適切な支援ができる
よう体制を整えてまいりま
す。

33
愛知県保険
者協議会

3 4 160

災害医療対策について 県民の命に関わる重要なこと
なので、今まで以上に強化に
取組み、早急に目標値へ近づ
ける努力が必要ではないか。

－ 今後発生が予想される大規
模災害に備え、災害拠点病
院や災害拠点精神科病院以
外の病院においても業務継
続計画（BCP）を策定し、
大規模災害に備えることは
大変重要であると認識して
おります。本県では、従来
から病院に対して業務継続
計画（BCP）を策定するよ
う指導を行っております
が、早急に目標を達成する
ことができるよう、引き続
き業務継続計画（BCP）未
策定の病院に対する指導並
びに助言に努めてまいりま
す。

4
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34
愛知県保険
者協議会

3 5 170

現状値、目標値について NICUの整備について、現状で
は目標を達成しているが、少
子化対策が強化される中、目
標値を見直す必要はないか。

－ 本県のNICU（新生児集中治
療室）の整備数は、国の周
産期医療の体制構築に係る
指針に示されている必要数
の「出生1万人あたり25床
から30床」を現状満たして
いることから、目標値は現
状を維持する190床として
おります。なお、国は、質
の高い新生児医療を効率的
に提供できるよう、地域の
実情を踏まえつつNICU（新
生児集中治療室）の集約
化・重点化について検討を
開始するよう都道府県に求
めておりますので、関係機
関等との協議により、新生
児医療の効率的な提供体制
の整備に努めてまいりま
す。

35
愛知県保険
者協議会

3 7 190

現状値、目標値について へき地医療拠点病院の中で、
主要３事業の年間実績が合算
で１２回以上の医療機関の割
合の現状値が３３％だが、目
標値は適切か。また、課題は
何か。解決に向けての取組み
状況はどうか。

－ 国の「疾病・事業及び在宅
医療に係る医療体制につい
て」の一部改正において、
「へき地医療拠点病院の中
で主要３事業の年間実績が
合算で１２回以上の医療機
関の割合」を指標とした上
で、本指標の値を１００％
にすることが望ましいと示
され、へき地医療拠点病院
の役割の指標が追加されて
います。
　今回の医療計画の目標値
については、国の見直し方
針を踏まえたものであるた
め、適切と考えています。
　課題は、代診医等の派遣
要請に係る各拠点病院の取
組実績の向上であり、関係
医療機関に調査及びヒアリ
ングを実施し、課題の解決
に向けて取り組んでいきま
す。

36
愛知県保険
者協議会

3 2 4 97

追加
（２　糖尿病予防・重症化
予防）

〇　市町村国保における糖尿
病性腎症重症化予防の取組を
推進するため、平成30
（2018）年３月に愛知県糖尿
病性腎症重症化予防プログラ
ムを策定しました。また、令
和元（2019）年度から愛知県
糖尿病性腎症重症化予防推進
会議を開催し、市町村国保及
び後期高齢者医療広域連合と
関係団体等との情報共有や連
携体制の構築を図っておりま
す。

糖尿病性腎症重症化予防は、医
療保険者のデータヘルス計画に
おける主要事業として、現行計
画策定後の令和元（2019）年度
から市町村国保による取組が本
格的に進められている（広域連
合においても重要課題として取
り組んでいる）ところです。
計画の目標値として「糖尿性腎
症による年間新規透析導入患者
数の減少」が掲げられているこ
とも考慮すると、今回の中間見
直しに当たり、重症化予防に関
する新たな取組を記載すること
が適当であると考えます。

修正案のとおり修正しま
す。
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38
愛知県保険
者協議会

・（２）脳卒中対策
＜目標値＞の現状値

中間見直しに当たり、更新
可能なデータについては、
最新のデータに更新してい
ます。

39
愛知県保険
者協議会

・（３）心筋梗塞等の心血
管疾病対策
＜目標値＞の現状値

中間見直しに当たり、更新
可能なデータについては、
最新のデータに更新してい
ます。

40
愛知県保険
者協議会

・（５）精神保健医療対策
＜目標値＞の備考

備考欄については、計画策
定時の数値をそのまま示し
ています。

41
愛知県保険
者協議会

・（９）歯科保健医療対策
＜目標値＞の現状値のうち
「平成２８年度」と「平成
２９年度」

中間見直しに当たり、更新
可能なデータについては、
最新のデータに更新してい
ます。

概要の新旧を対比した場合、
目標数値やデータの洗い替え
で変更ある項目とそうでない
項目が混在するのは何故か？

⇒可能な限り直近のデータを
調査し、不能のものはその旨
記載が望ましい。

目標数値であれば、変更なしも
有り得るが現状値に「最新の
データに変更のものと当初計画
のままのもの」が混在するのは
奇異に感じます。

概要版

概要版

概要版

概要版

愛知県保険
者協議会

37 3 10 2 222

追加 【現状】
　高齢者の保健事業と介護予防
の一体的な実施
〇　高齢者の身体的、精神的及
び社会的な特性を踏まえ、後期
高齢者の保健事業を効果的かつ
効率的できめ細かなものとする
ため、後期高齢者医療広域連合
は、高齢者保健事業の一部を市
町村に委託し、市町村は、国民
健康保険の保健事業及び介護保
険の地域支援事業と一体的に実
施することとされました（令和
２（2020）年度～）。
〇　この一体的な実施の取組に
おいては、市町村に医療専門職
を配置した上で、地域の関係団
体との連携の下、ＫＤＢを活用
した健康課題の把握等に基づく
ハイリスクアプローチや、通い
の場等を活用したポピュレー
ションアプローチを行っており
ます。
〇　令和２（2020）年度は、８
市町村が一体的な実施の取組を
行いました。
【課題】
〇高齢者の保健事業と介護予防
の一体的な実施の取組について
事業が着実に進むよう市町村へ
の支援が必要です。
【今後の方策】
〇　高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施の取組につい
て、平成６（2024）年度までに
県内全ての市町村で実施される
よう、市町村に対する情報提供
や助言を行います。

※　可能であれば、図や用語説
明（必要に応じて）も。

現行計画策定後の新たな取組と
して、令和２（2020）年度から
「医療保険制度の適正かつ効率
的な運営を図るための健康保険
法等の一部を改正する法律」
（令和元年法律第９号）によ
り、高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施が開始されて
おり、今回の中間見直しに当た
り、記載を追加することが適当
であると考えます。
なお、2021（令和3）年3月に策
定された第8期愛知県高齢者福
祉保健医療計画には高齢者の保
健事業と介護予防の一体的な実
施に関する記述があります。

一部修正の上、追加しま
す。
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